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明治以降の看護の啓蒙教育
－「家庭看護書」の変遷を通して－
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Enlightenment education of the nursing after the Meiji era
The transition of "the home nursing book" published after the Meiji era.
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Abstract

This research reveals the general condition of the enlightenment education of nursing by

studying the transition of "the home nursing book" published after the Meiji era.

As a result of the analysis, the development of the nursing specialty as a profession exerts the

influence to the home nursing. And "the home nursing book" play a role of the book of practice and  

enlightenment of the home nursing.
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要　旨

明治以降、「家政書」は家庭を守る女性の教養として女子教育の中に取り入れられてきた。また、「看護書」

も看護専門職の教育書として使用されてきた。「家庭看護書」はその中間的な位置に存在する。本研究は明治

以降からの「家庭看護書」内容の変遷を研究することにより、生活の中での看護の知識の生かし方、つまり

看護の啓蒙教育の概況を考察することを目的とした。分析の結果、職業としての看護専門性の発展は家庭の

看護にも影響を与えており、「家庭看護書」は家庭で行なう看護の実践書・啓蒙書としての役割を担っていっ

たことが考えられる。
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Ⅰ　はじめに

「介護」及び「看護」「保育」は、有史以来
自然に行なわれてきた家族の営みであり、愛
情と経験に基づいて行われてきた営みでもあ
る。はじめは特別な専門的な知識はなかった
が、現在のように家族以外に看護専門職、保
育専門職、介護専門職が行なうようになるま
でには時代によって変遷があった。
中でも、看護は早くから専門的職業として
存在してきたが、家庭において行なわれる看
護もたゆまず続けられてきた。が、双方別々
に行なわれてきているわけではなく職業とし
ての看護専門性の発展は家庭の看護にも影響
を与えている。明治以降、家庭を守る女性の
役割りとして看護書と家政書は教育の中に取
り入れられてきたが、「家庭看護書」は家庭
で主婦が行なう看護の実践書・啓蒙書として
の役割を担っていったことが考えられる。本
研究では明治以降の「家庭看護書」の変遷を
たどり、専門的な知識としての看護がどのよ
うに伝えられてきたか、そしてその家庭看護
の技術を普及させてきた啓蒙的役割りを明ら
かにすることを目的とした。

Ⅱ　研究方法

１） 対象
1868（明治元）年～2003（平成15）年の範
囲で出版された「家庭看護書」を国立国会図
書館蔵書検索（NDL-OPAC）と都立３図書館

検索 (wwwOPAC)及び都立図書館蔵書横断検
索（目黒区、世田谷区、大田区、港区）より
検索し分析の対象とした。
２）分析方法
対象とした「家庭看護書」は1906（明治39）
年から現在までに発刊されていた以下の15冊
を抽出し、原本の内容を分析した。（表１参
照）
出版の対象と目的は、前書きなどに記載さ
れている内容からまとめ巻末表１に示した
（巻末表１「家庭看護」出版の目的　参照）。
また、各書籍の目次を「疾病及び対症看護」、
看護の目的や意味、心得等が表現されている
項目を「看護の心得」、看護の要素が大きい
項目を「看護（介護）」、介護の要素が大きい
項目を「介護（看護）」、病室や病床などの清
掃や整備の項目を「環境の整え」「その他」
の６つに分類し、巻末表２に示した（巻末表
２「家庭看護」目次比較　参照）。

Ⅲ　結果

１）全体の流れ
1906（明治39）年～1971（昭和46）年まで
のもので15冊を前期と後期に分けられる。前
期は1906（明治39）年から1940（昭和15）年
まで家庭の主婦の教養・教育・家政教育のた
めのもの8冊である。後期は1959（昭和34）
年から1971（昭和46）年発行の７冊は、主婦
向けの教養のもの・家政学の教科書が中心で
ある。
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書籍番号 
１ 
２ 
３ 
４ 
５ 
６ 
７ 
８ 
９ 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
 

　　　　　　書籍名 
実用家庭看護法 
家庭看護法 
家庭看護の栞 
家庭看護法 
家庭看護法及び病人食物の栫へ方 
徹底的の家庭看護法 
家庭看護学 
一般家庭看護学 
家庭看護の実際 
家庭看護学 
家庭看護入門 
家庭看護学 
家庭看護 
最新家庭看護 
新家庭看護学 

　　　執筆者 
大八木幸子編 
児玉修治 
吉岡弥生 
越智キヨ 
中村栄代 
小田俊三 
杉山仲 
竹内茂代 
太原三四二 
斎藤潔 
大矢仁美 
三神美和 
平井淳 
福田邦三　木下安子 
平山宗宏 

　　出版社 
目黒書店 
内外出版協会 
箒文社 
六盟館 
善文社 
婦女界社 
春陽堂 
厚生閣 
東都書房 
光生館 
三一書房 
恒星社厚生閣 
南山堂 
同文書院 
同文書院 

  　発行年 
1906（明治39） 
1910（明治43） 
1916（大正5） 
1919（大正8） 
1923（大正12） 
1928（昭和3） 
1930（昭和5） 
1940（昭15） 
1959（昭34） 
1962（昭37） 
1963（昭38） 
1965（昭40） 
1966（昭41） 
1966（昭41） 
1971（昭46） 

【表１】「家庭看護書」 
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２）出版の対象と目的及び介護に関する表現
巻末表１，２をもとに、出版の目標と対象
及び介護に関する表現を以下に整理した（表
２参照）。表２の「関連用語」は巻末表２の
「家庭看護」目次比較の表記の中から介護に
関連する用語を抽出した。
出版の目的をみてみると、①家庭における
正しい看護知識の必要性②教科書として③家
庭の主婦としての責任であった。前期は家庭
の健康管理者に対して、家庭における正しい
看護知識を啓蒙するという目的で発行されて

いたことがわかる。特に昭和に入るまでは、
③家庭の主婦としての責任という内容が明確
に書かれている。1962（昭和37）年以降は、
家政学教育の中に科目の１つとして位置付け
られていることが記載されている物が多い。
出版の主たる対象は、①年少婦人（１冊）

②家庭の主婦（７冊）③家政学の学生（７冊）
である事がわかる。①と②は将来も含めて家
庭の健康管理者、または家庭の健康管理を学
習する者を対象として書かれている。
執筆者の職種を見てみると、医師が多い。
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後期 
 
前期 

　　　発行期間 
1906（明治39）年から 
1940（昭和15）年まで 
1959（昭和34）年から 
1971（昭和46）年まで 

　　　　　　　　　用途 

家庭の主婦の教養・教育・家政教育のためのもの 
 
主婦向けの教養のもの・家政学の教科書が中心 

 
8冊 
 
7冊 
 

【表２】「家庭看護書」の流れ 

 
区分 
書籍番号 
 
発行年 
 
 
 
執筆者 
 
 
性別 

執筆者の 
職種 
 
 
 

'0 
6M 
39

 '1 
0M 
43

  '1 
6T 
5

'1 
9T 
8

'2 
3T 
12

'2 
8S 
3

 '3 
0S 
5

'4 
0S 
15

 '5 
9S 
34

'6 
2S 
37

 '6 
3S 
38

'6 
6S 
41

'66 
S41

'71 
S46

'6 
5S 
40

1906（明治39）年から1940（昭和15）年 1959（昭和34）年から1971（昭和46）年 
１　　２　　３　　４　　５　　６　　７　　８　　９　　10　　11　　12　　13　　　14　　　　 15

【表３】出版の目標と対象，介護に関する表現 
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また、女性の医師や家事科を担当している教
員が上げられる。目次から男性の医師と女性
の医師の書かれた内容を比較すると（巻末表
２参照）、男性の医師の場合、西洋医学の正
しい知識を啓蒙していくという内容になって
いる。疾病の解説のみで終始したり（小田、
杉山）、特に伝染病の管理や治療のポイント
を中心に説明している。しかし、女性の医師
の場合は医療知識の解説よりも家庭でやらな
ければいけない具体的方法に重きを置いてか
かれている。また、教員の書いた家政学のた
めの教本（越智、中村）は、家庭で実際の介
護にあたるということを想定して書かれてい
る事がわかる。
参考文献の記入は竹内のもののみであっ

た。
看護の関連用語では、「看護」と「介助」

の用語は15冊全部に使用されており、「扱い
方」と表現しているのは５冊、「手当て」は
６冊、「介抱」は３冊、「養護」は竹内のもの
のみが使われていた。
1962（昭和37）年以降は、家政学教育の中
に科目の１つとして位置付けられていること
わかっており、「家庭生活においての健康に
ついての理論と実際の解説（斎藤）」などと
述べられているように健康、公衆衛生という
言葉が使われるようになり、健康づくりの観
点から家庭看護が見られるようになった。

Ⅳ　考察

１）明治期後半の良妻賢母教育と家庭看護
目的であげられた「家庭における正しい看
護知識の必要性」「家庭の主婦としての責任」
とが重複している５冊の場合は、明治期から
大正期に集中しており、「家事の主任たる夫
人は病者を懇ろに介抱すべきは之が天職の一
部（大八木）」「一家を宰る婦人は、常に家庭
に病人をださぬ工夫と、一朝病人が出來たら、
是が治癒に大なる責任を感じて、醫療を受く
る傍ら、家庭の看護に任じなければなりませ
ぬ。（吉岡）」（巻末表１参照）などと述べら
れているように、家庭の健康管理の役割を担
わされていたこと、家庭の管理者としての婦
人に必要な家庭看護法の啓蒙が求められ、出

版にいたったと思われる。
この時期の女子教育としては、1886（明治
19）年東京高等女学校「生徒教導方要項」に
女子教育の体系として「裁縫」「礼節」「家政」
が示された。内容は（養生，住宅，什器，飲
食，割烹，衣服洗濯，理髪，出納，備役，応
対，育児，看病）であった。その後，「高等
女学校規程」が公布され，正科目として「家
事（衣・食・住・家事衛生・家計簿記・育
児）」「裁縫」，随意科目として「手芸」が示
された。その後、1899（明治32）年の「高等
女学校令」にもとづく「学科及びその程度に
関する規則」では家事教育の中に「看護」が
加えられている。
そして、1903（明治35）年に文部省がまと
めた家事科の教授内容には「看護」の内容が
広がり、次の項目が含まれるようになった。
養老；衣食住ノ注意、起居の介抱、精神の
保全　育児；哺乳、生活、食物、衣服、居所、
沐浴、清潔、睡眠、疾病、言語、動作、玩具、
就寝　　看病；伝染病の予防、衣食住の注意、
介抱、薬用、危篤の場合、救急療法、伝染病
予防及びその予防、清潔方法、消毒方法、
これらのことから、1887（明治20）年以降
に確立し始めた良妻賢母教育を背景

　16）

として、
育児などとともに家庭での看護が重要な意味
合いを持っていたことが考えられる。

２）キーワード「正しい看護知識の必要性」
に見られる看護知識の啓蒙

また、目的の中には必ず「正しい看護知識
の必要性」が述べられている。その観点から
みると当時の医療状況の様子が伺える。
１つは「時代の趨勢に適い科學的智識に基
いた家庭の看護法の一通りを心得て（吉岡）」
というように、これまで経験的に行われてき
た家庭看護に科学的な医療の見方考え方をわ
かりやすく啓蒙していくことであった。医学
では漢方医と西洋医の対立の中から生まれて
きた西洋医の組織が医師法の公布で法制化さ
れた（1906；明治39年）時期である。２つめ
は当時の伝染病の流行と貧困である。医療技
術の対象は急性伝染病であり、1897（明治30）
年には伝染病予防法が発令された。北里柴三
郎に代表される日本人の研究も進み、伝染病
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研究所が創設されている。凶作や米価の高騰
等が重なり、貧困が社会的問題となった

　17）

時代
であった。
この頃の看護婦教育においては1899,1900

（明治32,33）年頃の赤痢の大流行、1900（明
治33）年のペストの流行のもとに、各府県で
速成看護婦の養成が行われた。これは、約3
ヶ月の速成養成であったが、市町村レベルで
組織的に実施され卒業生は伝染病隔離病舎で
の看護や患家への派出看護に従事した。

18）

また、
各地で看護婦の養成がおこなわれ、いくつか
の看護婦養成所では、養成とは別に一般向け
に看護学の講習を行っている。

19）

つまり、当時
の家庭には看護婦を雇い入れることもあった
が伝染病の大流行もあり、雇い入れることの
できない家庭もあった。余裕があれば看護婦
養成所にいき知識を得るということあったと
思われる。このような背景のもとで「一通り、
看護上の智識と應急手當の心得とがあれば、
第一熊々看護婦を雇入れる必要もなく、且又
萬一の變事があつても、狼狽ずに急を救ふこ
とが出來ます。（児玉）」のように、家庭にお
いて最低限の看護の知識が求められて出版さ
れたことも考えられる。

３）筆者の職業
①　女性の医師
前期の場合、女性の医師の執筆者は大八木
幸子、吉岡弥生、竹内茂代である。吉岡弥生
は東京女子医学校（現東京女子医科大学）の
創立者であり、竹内茂代はその第１回卒業生
である。明治後半期の女性の医師は、全国で
約120名おり、「女医亡国論」が言われた時代
にあって、医術開業試験に合格しても実施研
修を受け入れてくれる病院は少なく、看護婦
や助産婦の名目で勤務しながら研修を受けて
いた。

20）

そのことがかえって「家庭看護学」の
記述内容を具体的にさせていると思われる。
竹内は、「家庭に病人の出た時に看護に苦し
んだことが（母と弟の）忘れられず、私は一
生懸命勉強して出來るやうになったら一番先
に看護の手引きなるような書物を書いて、私
と同じ境遇に在る人々に贈りたいと長年願つ
てゐた。」や「この頃醫者の不足から家庭看
護の知識を求めらるゝ家庭婦人が多くなつた

ので」と記している。当時の東北農村部の伝
染病の絶え間ない流行と貧困、医師の不足の
切実な背景もあり、なおさら家庭の主婦がよ
りよい知識を得ることによって家族の健康を
守ろうとする。自分が医学の勉強で得た知識
を役立てたいという思いで執筆されたのであ
る。
②　教員
大正期の執筆者に教員が２名いた。学制以
降、女子教育の中での教授内容の明確化に伴
い、高等教育を受けた女性が教師となり、教
本を執筆するようになったと考えられる。教
員は奈良女子高等師範学校教授越智キヨ、日
本女子大学助教授中村栄代である。中村は実
際の教育者であり自分の体験を元に習得した
知識や技術を表した内容となっている。越智
は医科大学病院で看護法を学んでいるため、
そこで得た看護の知識を家庭の場に生かそう
としている。それぞれの著者が看護を主とす
るために老人、小児、婦人などの家庭での起
こりうる疾病を対象に、それに基づいて衛生
法や看護法を説明している。
越智は緒論で看護人の心得としてナイチン
ゲールの訓戒を載せている。前書きには「家
庭に於ける女子が一般看護學の知識及び技術
を有するの必要なることを思ひ東京帝國大學
付屬病院に通ひて看護學の理論及び實地を學
習し大に感ずる所あり益々其の必要の大なる
を思ひ職を奈良女子高等師範學校に奉じてよ
り多年生徒に其の教授をなすに生徒に持たし
むるに適當なる参考書なきを以て久しく之を
謄寫に附したりしが其の手数を省かんとて之
を冊子となすことゝせり。」と述べている。
ナイチンゲールの著した「Notes  on  Nursing」
が「看護の栞」として全訳されるのは大正2
年であるので、越智が引用したのも当然であ
る。
教員の場合は、知識をただ伝えるというの
ではなく、「使える教科書」としての意味合
いが表現されている。看護の知識は少ないが、
家庭で実際に使える実践書にするため、学習
で得た知識を学生にわかり易く展開し、伝え
るようとするという意識は強く働いていると
考えられる。
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４）家政学の教科書としての「家庭看護書」
家庭看護は当時の主婦に教養として求めら
れる知識であり、高等師範学校・女子大学で
の「家政」の中での家庭看護として取り上げ
られている。その教科書を目的として挙げて
いる中で、越智の場合、緒論で看護学の意義
として「看護学は醫療を輔佐して其の効果を
完からしめ、患者を慰安してその苦痛を免れ
しむる方法を講ずる學なり」とし、引用され
たナイチンゲールの訓戒の内容は、病室の環
境や精神への配慮が述べられているが、「看
護人は醫者の指示に従うこと」なども入れら
れている。病院でおこなわれている看護をそ
のまま紹介するという内容になっており、検
温表は病院で用いられているものをそのまま
掲載している。しかし、家庭での看護は症状
等への対処だけしていればよいというもので
はなく、そこには基本の姿勢、考え方が必要
である。それをナイチンゲールの訓戒をその
まま掲載することにより伝えようとしたと考
えられる。
中村栄代の「家庭看護法及び病人食物の与
え方」は「家庭を主宰者（原文ママ）する婦
人必須の知識たる、家庭に於ける看護法の一
班を講説したもので、從来世に行はれつゝあ
る兩三種の家庭看護の著述に比して、些か廣
汎の範圍に亘つたのは、著者獨自の考へに據
るのであります。」などとし、特に食事の内
容については家庭で作れるものを用い、詳細
に記述されている。そして、看護に対する主
婦の責任や看護人を雇う場合家庭看護を行う
にあたって、現実に家庭において起こりうる
内容も含めて範囲にいれている。
また、竹内は教授の方法について、『高等

女学校の家事科の「看病」が設けられている
が、実際にはむずかしく、家事教科書中の十
数枚の「看病」を教授するにも教師が相当深
い医学知識と豊富な資料に基づいて教授しな
ければ有効に生徒が身につけられないし、応
用する能力が生まれてこない』と述べている。
このことから、家庭看護を教科書として位
置付ける場合、具体的で実践的であること、
裏づけが明確であること、基本の考え方や目
的性は明確であることが意識されて執筆され
ていることがわかる。

５）生活に生かす看護技術の内容
目次一覧（巻末表２）から見てみると「看
護の心得」については小田、杉山は述べてい
ない。「看護とは醫師の治療を輔けて其の効
果を多からしむるように努め、一方には温言
を以って病人を慰め、少しでも其の苦痛を忘
れしめるようにすることである」（吉岡・越
智・中村）とほとんど同じ内容で述べられて
いるのもある。他の執筆者は「精神的慰安の
必要性」や看護人や医師との関係の連携につ
いてまで述べられている。疾病としては全体
的に伝染病の対応が多くの割合を占めてい
る。
明治後半から大正にかけての看護学の内容
を見てみると、当時の看護婦養成においては、
1900（明治33）年、東京府令による看護婦規
則により2年制の看護婦養成の教育が開始さ
れており、講習内容は１.解剖、２.生理、３．
看護学、４．救急処置、５．伝染病看護学及
予防法　６．一般包帯学及び実習　７．器械
学及び実習　８．細菌学の概略　９．外科消
毒法及手術の介輔　10．外科看護法　11．創
傷伝染病　12.小児科学及其他ノ看護法であっ
た。
21）

これと比較して目次一覧（巻末表２）を
見てみると「看護学」「救急処置」「伝染病看
護学及予防法」「一般包帯学」「小児科学及其
他ノ看護法」の一部が登用されているのがわ
かる。つまり、家庭看護においては医学的知
識はそれほど必要はないが、病院での診療以
外の看護の範囲で実際の家庭で行なえるよう
に書かれている。
また、介護・看護にあたる関連用語として

「看護」「扱い方」「手当て」「介抱」「介助」
「養護」が使われている。これらは「衣服の
選び方」「身体の清潔法」「伏せ方」「敷布の
交換」「病床の交換」「飲食物」「大小便の取
り方」の項で使用されており（巻末表２参照）、
現在行なわれている介護の内容と同じであ
る。このことから、家庭看護の中に記述の中
に介護と思われる記述が存在することがわか
る。
参考文献を見てみると記載されているのは
竹内のものしかなかったが、他の書籍におい
ては、内容が重複しているものがあり、それ
までに出版されていた書籍を参考にして参考
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文献などは書かずに執筆されたものと考えら
　

れるが、この検討は別の機会に譲りたい。

６）後半期に発刊された「家庭看護書」に
ついて

1940（昭和15）年から1959（昭和34）年ま
での間は発行がされていない。その時期は戦
時下または復興期であり、家庭で看護するよ
りも「健康な身体づくり」「病気に負けない
強い身体」ということ言われる時代から考え
ると出版の需要がなかったと考えられる。
そして後半期にはいり1959（昭和34）年以
降の「家庭看護」は、ホームヘルパーの活動
が始まって以降になる。国民皆保険で医療費
負担も安くなり、高度先端医療が発達し、家
庭での疾病管理は医療機関の専門家へと依存
する傾向になった。また、介護の登場によっ
て「家庭看護書」は、一般向けのものは見当
たらず、家政学の教科書になっていった。

Ⅴ　まとめ

本研究では、明治期からの「家庭看護書」
の変遷を辿り、看護知識の啓蒙の内容及び背
景を分析した。
看護が主に家族で行なわれていた時代の中
で、病院や看護教育の場で行われていた知識
との接点が明らかになった。家庭で行なう看
護であっても、よりよい看護の方法が求めら
れており、それは家族のためであった。明治
初期からの伝染病の絶え間ない流行、高い乳
児死亡率に対して、民間療法や祈祷などに頼
っていた家庭に対して、主に親から子へ、又
は地域社会で経験的に伝えていた。
そこに、明治期の日本への西洋医学と近代
看護学の導入があり、これまで経験的に伝え
てきたものを、正しい医学の知識やよりよい
看護法を家庭の看護に生かすという形で紹介
されたと考えられる。病人を抱え看護をどの
ようにしたらよいかという、悩む家族に向け
て看護技術教本が出版されてきたのである。
もう一つ、明治期の女子教育の影響もあっ
た。明治５年の学制領布により女子にも教育
の門戸が広げられ、明治20年以降に確立し始
めた良妻賢母教育の中で、育児などとともに

看護が重要な意味合いを持っていた。
22）

主婦は、
家庭の管理者にならなければならないとして
位置づけられていた。
そのような背景のもとで書かれた「家庭看
護書」には、筆者達の切実な思いが感じられ
る。家庭の責任を負わなければならない女性
に、同じ女性としての目線から、先に知識を
得たものの責任として書く。その知識をどの
ように生かすか、どのようにすれば家族の生
を支える事ができるのかということを、でき
るだけ多くの女性に伝えたいという想いが
「家庭看護書」の中に込められていたのであ
る。
看護学や介護福祉学は実践をともなう学問
である。生活の中によりよい技術を生かす、
「家庭看護書」はそのための実践書であり啓
蒙書であった。人間を大切にするという理念
を伝えるための媒介として唯一の手段である
看護技術教本の一つの役割を担っていたと考
えられる。

本研究では一律ではない資料の整理の難し
さを感じながら、明治期からの「家庭看護書」
の変遷を生活者の立場から捉えることを試み
た。が、根底のところから問題を炙り出し、
本質をつかむにはまだ不十分であった。文献
研究をとおして執筆意向などの内容を検討し
たが、同時にやらなければならない事は、当
時の実際の生活をとおしてさらに内容を明ら
かにすることであり、それに対して看護啓蒙
教育は何ができるかという事を探ることにあ
ったが、今回の研究ではできなかった。今後
は生活記録や講習会等も題材として研究をす
すめたい。
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書籍名 　　 執筆者    対象 　　　　　　　前書きなどに記載されている目的 

【巻末表１】「家庭看護」出版の目的と対象者 

時
期
　  

明
　
　
治
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正 

時
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実用家庭

看護法 

明治39年

４月 

目黒書店, 

家庭看護

法 

明治43年

５月 

内外出版

協会, 

 

 

 

 

 

家庭看護

の栞   

大正５年 

箒文社 

 

 

 

 

 

家庭看護

法 

大正８年 

六盟館 

 

 

 

 

 

家庭看護

法及び病

人食物の

栫へ方 

大正12年 

善文社書 

１ 

 

 

 

 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

女医　 

大八木幸子

編 

 

 

ドクトル児

玉修治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉岡弥生 

 

 

 

 

 

 

 

 

奈良女子高

等師範学校

教授越智キ

ヨ 

 

 

 

 

 

日本女子大

学助教授中

村栄代. 

 

年少婦人 

の参考に。 

 

 

 

家庭の 

主婦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭の 

主婦 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の 

教科書 

一般家庭の

女子の参考

書にも 

 

 

 

家庭におけ

る看護法 

家庭の看護法といふ聲世上に高まりつゝある此頃。…

…元より有識緒婦は手だに觸れ給ふ可き書に非ざるな

り讀人の記憶に便ならむ事を主として事柄を簡單に記

載（序文）……家事の主任たる夫人は病者を懇ろに介

抱すべきはそが天職の一部（緒論） 

人は健康無事の日に於いて萬一の變事に備ふるの準備

が無くてはなりません。……攝生とは何であるかと云

ふに、多少醫學上の智識=衛生や看護上の心得に由る

ので、人の健康は決して偶然に保たれるものではあり

ません。そこで近來専門學校以外の女學校等にも、特

に『衛生看護』の學科を設けた所もあるが、之は寔に

結構な事で、希くば一般の家庭にも這の智識を普及せ

しめたいものです。……一通り、看護上の智識と應急

手當の心得とがあれば、第一熊々看護婦を雇入れる必

要もなく、且又萬一の變事があつても、狼狽ずに急を

救ふことが出來ます。 

一家を宰る婦人は、常に家庭に病人をださぬ工夫と、

一朝病人が出來たら、是が治癒に大なる責任を感じて、

醫療を受くる傍ら、家庭の看護に任じなければなりま

せぬ、それには常に時代の趨勢に適い科學的智識に基

いた家庭の看護法の一通りを心得て……家庭の主婦と

しての職責を盡す上に置きまして……現今高等女學校

等に於きましては生理解剖の大體を習得することにな

つて居りますから（序）……醫療の精髄を抜き實用を

旨と極めて平明に説いてあります（凡例） 

緒論に於いては主として看護學の精神的事項を説き…

…家庭に於ける女子が一般看護學の知識及び技術を有

するの必要なることを思ひ東京帝國大學付屬病院に通

ひて看護學の理論及び實地を學習し大に感ずる所あり

益々其の必要の大なるを思ひ職を奈良女子高等師範學

校に奉じてより多年生徒に其の教授をなすに生徒に持

たしむるに適當なる参考書なきを以て久しく之を謄寫

に附したりしが其の手数を省かんとて之を冊子となす

ことゝせり。 

家庭を主宰者する婦人必須の知識たる、家庭に於ける

看護法の一班を講説したもので、從来世に行はれつゝ

ある兩三種の家庭看護の著述に比して、些か廣汎の範

圍に亘つたのは、著者獨自の考へに據るのであります。

（緒言）……看護に對する主婦の責任……看護人の備

ふべき特質（所論） 
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昭 

和 

戦 

後 
 

徹底的の

家庭看護

法 

昭和３年 

婦女界社 

 

 

 

 

家庭看護

学 

昭和５年 

春陽堂, 

 

 

一般家庭

看護学  

昭和15年

厚生閣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭看護

の実際 　 

昭和34年 

東都書房 

 

 

家庭看護

学 

昭和37年 

光生館 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 

 

 

 

 

 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

10

医学博士

小田俊三 

 

 

 

 

 

 

 

ドクトル

杉山仲 

 

 

 

 

医学博士

竹内茂代 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学博士

太原三四

二 

 

 

 

国立公衆

衛生院　

医学博士

斎藤潔 

家庭の主

婦、看護

学及び産

婆学を学

ぶ人 

 

 

 

 

家庭の主

婦 

 

 

 

 

家庭の主

婦（新制

女子高校。 

大学の家

事科の参

考書・看

護婦受験

者の教科

書と） 

 

 

 

 

 

病人の看

護に当た

られる方

主として

家庭の皆

さん 

家庭の主

婦 

看護法の書、世に少なくはないが、その記述するとこ

ろ多くは簡單過ぎ、又は千篇一律の方法を羅列するに

止まるのが多いやうである。この書は平生最も多く発

する主要なる疾病につきて、最新の学説に準拠してそ

の病理、病状。豫防法、手当て法を努めて平易に、懇

切に記述し、且つ看護に必要なる器械、器具に関する

説明には専ら意を用ゐたれば、一般家庭における看病

に当たって直ちにこれを応用し、以って徹底的に看護

の目的を果たすことが出来るであろう。 

（日常多数の患者に接した体験を基礎として著述。）

主として家庭の看護が必要な病氣ばかりを選び、一々

その病氣の簡單な病理を説いて看護の仕方を述べまし

たが、素人考へで失敗し易い病氣に對しては、實際遭

遇した實話を述べて、その失敗を一般家庭で繰り返さ

ぬよう注意して置きました。 

高等女學校の家事科に『看病』なる一項が設けられて

相當多くの時間をこれに費やし、一般看護の教育が行

はれているのである。……家庭に傳染病患者の發生し

たとき、或は負傷者の出來た時、殆ど看護の役をなし

得ない……家事教科書中の十数枚の『看病』を教授す

るにも教師が相當深い醫學知識と豊富な資料に基づい

て説くのでなければ、有効に生徒の頭脳に入り難く、

從つてそれをよく應用する能力が生まれて來ないと考

へられる。……家庭に病人の出た時に看護に苦しんだ

ことが（母と弟の）忘れられず、私は一生懸命勉強し

て出來るやうになったら一番先に看護の手引きなるよ

うな書物を書いて、私と同じ境遇に在る人々に贈りた

いと長年願つてゐた。……この頃醫者の不足から家庭

看護の知識を求めらるゝ家庭婦人が多くなつたので… 

ひとたび誤った看護をするようなことがあれば場合に

よっては取り返しがつかない。それぞれの症状に応ず

る正しい看護の仕方はどうしたらよいかを知っていた

だき医師の指導の下もとに一日も早く病人を快方に向

けていただきたいという念願をもってこの書をまとめ

た。 

家庭生活における健康についての理論と実際とを解説。

特に家政学においての家庭看護学のあり方と内容につ

いての解明の試み 
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家庭看護

入門　 

昭和38年 

三一書房. 

 

 

家庭看護

学 

昭和40年 

恒星社厚

生閣 

家庭看護

昭和41年 

南山堂 

 

 

最新家庭

看護 

昭和41年 

同文書院 

 

最新家庭

看護学 

昭和46年 

同文書院 

11 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

15

大矢仁美 

 

 

 

 

 

東京女子

医大学　 

医学博士

三神美和 

 

東京教育

大学 

助教授 

医学博士

平井淳 

福田邦三

木下安子 

 

 

 

平山宗宏

家庭の主

婦 

 

 

 

 

家政学部

の教科書 

 

 

 

家政学部

の教科書 

 

 

 

家政学部

の教科書 

 

 

 

家政学部

看護の主役をつとめるあなたが疲れてしまわないよう

いっそう効果的な家庭看護といったところに焦点をあ

わせ実際問題にぶつかったときいかに順序だてて考え

計画し予期しない出来事にもあわてずに手を打つかと

いうことを看護のほかに応急処置、食事療法という3

本の柱にまとめたものです。 

家政学部の教科書として 

 

 

 

 

家政学部の教科書として 

 

 

 

 

家庭における看護活動の精神と技術とを一通り系統的

にそしてまた出来るだけ平易に説明しようとしたもの。

家庭の場で家庭の人によって行われる看護活動のより

どころとなるのが家庭看護学。家庭看護学は家政学と

看護学の重なり合いのところ。 

家政学部の教科書として 

 

※対象・目的については前書きなどに記載されている文章から抜粋した。 
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【
巻
末
表
２
】
「
家
庭
看
護
」
目
次
比
較
 

実
用
家
庭

看
護
法
  

          家
庭
看
護

法
 

     家
庭
看
護

の
栞
  

明
治
 

39
年
 

４
月
 

         明
治
 

43
年
 

５
月
 

    大
正
 

５
年
 

目
黒
書

店
, 

          内
外
出

版
協
会
, 

     箒
文
社
 

 

女
医
　
大
八

木
幸
子
編
 

          ド
ク
ト
ル
　

児
玉
修
治
 

     吉
岡
弥
生
 

記
載

な
し
 

          記
載

な
し
 

     記
載

な
し
 

   

１
            ２
       ３
 

薬
物
用
法
（
内
用
法
＝

水
薬
。
散
薬
、
丸
薬
、

滴
剤
、
油
剤
/、
外
用

法
＝
吸
入
法
、
點
滴

法
、
洗
滌
法
。
含
嗽

法
、
塗
布
法
、
塗
擦

法
、
軟
膏
用
法
、
散
布

法
、
芥
子
用
法
、
水
蛭

用
法
、
灌
腸
法
、
座
薬

用
法
、
罨
法
、
度
衛

法
）
妊
娠
分
娩
に
就
て

の
心
得
 

婦
人
病
と
出
産
前
後
、

医
師
の
手
助
（
薬
液
蒸

気
吸
入
法
、
洗
滌
法
の

い
ろ
い
ろ
。
芥
子
用
法

と
水
蛭
の
貼
け
方
、
灌

腸
法
の
い
ろ
い
ろ
、
罨

法
、
皮
下
注
射
法
）
 

家
庭
薬
局
、
薬
用
法
、

罨
法
と
湿
布
 

 

病
者
の
衛
生
及
各
容
體

に
就
て
（
病
室
、
病

蓐
、
衣
服
、
）
 

傅
染
病
に
對
す
る
心
得

（
一
般
豫
防
法
及
び
消

毒
法
）
 

      病
室
と
患
者
の
扱
い
方

（
適
当
な
る
病
室
の
位

置
、
暖
か
く
て
陽
気
な

部
屋
、
喚
起
と
湿
度
の

加
減
、
清
潔
法
）
 

傳
染
病
諸
般
の
心
得

（
症
状
と
扱
い
方
）
 

病
室
（
病
室
の
位
置
病

室
の
清
潔
、
屏
風
に
就

い
て
、
病
室
と
病
床
、

病
室
の
掃
除
、
安
静
に

つ
い
て
の
注
意
、
日
光

と
清
ら
か
な
空
気
、
空

気
交
換
法
）
 

臥
床
の
整
頓
と
蓐
創
の

手
当
 

 

病
者
の
衛
生
及
各
容
體

に
就
て
（
身
体
の
取
り

扱
い
、
慰
愉
、
身
体
の

清
潔
法
、
睡
眠
、
食
物

及
食
欲
、
精
神
及
神
経

の
状
態
、
）
 

      病
室
と
患
者
の
扱
い
方

（
患
者
の
伏
せ
方
、
い

か
な
る
衣
服
を
選
ぶ

や
、
患
者
身
体
の
清
潔

法
）
 

病
人
の
食
物
 

 衣
服
の
交
換
、
清
拭
。

清
潔
 

 

病
者
の
衛
生
及
各
容
體

に
就
て
（
便
通
、
嘔

吐
、
呼
吸
、
咳
嗽
、
喀

痰
、
叱
逆
、
脈
拍
、
体

温
、
蓐
創
、
疼
痛
、
回

復
期
の
注
意
）
 

      病
気
の
観
測
（
熱
、
脈

と
呼
吸
、
顔
色
そ
の
他

の
変
化
）
 

    入
浴
と
吸
入
法
、
三
測

表
と
便
及
び
尿
 

臥
床
の
整
頓
と
蓐
創
の

手
当
 

 

緒
論
 

病
者
の
衛
生
及
各
容
體

に
就
て
（
診
察
を
受
け

看
護
す
る
に
就
て
の
注

意
）
 

       家
庭
看
護
の
心
得
（
一

般
に
必
要
な
看
護
法
、

服
薬
以
上
の
精
神
療

法
、
看
護
上
の
慰
籍
、

患
者
に
対
し
て
慎
む
べ

き
こ
と
、
医
師
を
信
用

せ
し
め
よ
）
 

看
病
の
心
得
（
看
病
法

の
意
義
、
位
置
に
看

病
、
病
人
の
出
来
た
場

合
の
措
置
、
医
師
の
命

令
と
信
頼
、
看
病
人
の

舉
措
と
病
人
、
感
情
を

表
に
表
さ
ぬ
こ
と
、
病

人
の
満
足
と
安
静
、
精

神
の
慰
安
、
病
気
見
舞

い
と
注
意
）
 

 

傅
染
病
に
對
す
る
心
得
（
伝
染
病
の
種
類
及
各

豫
防
法
、
主
な
る
傅
染
病
の
容
體
の
概
略
）
救

急
法
（
創
傷
、
出
血
、
火
傷
、
凍
傷
、
日
射
病

、
人
工
呼
吸
法
、
繃
帯
用
法
、
電
撃
、
窒
息
、

失
神
、
毒
創
、
異
物
、
中
毒
、
痙
攣
、
虚
脱
、

苦
悶
、
死
者
）
各
病
の
看
護
（
血
行
器
病
、
呼

吸
器
病
、
消
化
器
病
、
泌
尿
器
病
、
脳
脊
髄
神
 

経
病
、
傅
染
病
、
腫
物
、
骨
間
接
の
病
、
眼
の

病
、
耳
の
病
）
小
児
の
看
護
（
疾
病
に
お
い
て

の
雑
事
、
體
質
、
遺
傅
、
血
族
結
婚
、
初
生
児

病
、
普
通
小
児
病
、
）
 

 急
性
傳
染
病
の
手
當
、
傳
染
病
諸
般
の
心
得
、

呼
吸
器
病
の
取
扱
、
胃
腸
病
と
看
護
法
、
脳
神

経
諸
病
の
手
當
、
脚
気
と
僂
麻
質
斯
、
小
児
病

と
母
の
心
得
、
救
急
療
法
 

   疾
病
の
症
候
、
原
因
、
療
法
、
看
護
法
（
血
行

器
病
、
呼
吸
器
病
、
消
化
器
病
、
神
経
系
病
、

泌
尿
器
生
殖
器
病
、
全
身
病
、
伝
染
病
、
皮
膚

諸
病
、
中
毒
諸
病
）
 

 

書
籍
 

番
号
 

看
護
の
心
得
に
 

つ
い
て
 

病
室
・
病
床
に
 

つ
い
て
（
環
境
）
 

参
考
 

文
献
 

書
　
名
 
発
行
年
 
出
版
社
 
執
筆
者
 

病
気
に
つ
い
て
　
対
症
別
看
護
 

看
護
（
介
護
）
 

介
護
・
（
看
護
）
 

そ
の
他
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家
庭
看
護

法
  

      家
庭
看
護

法
及
び
病

人
食
物
の

栫
へ
方
  

   徹
底
的
の

家
庭
看
護

法
  

       家
庭
看
護

学
　
 

 

大
正
 

８
年
 

      大
正

12
年
 

     昭
和
 

３
年
 

        昭
和
 

５
年
 

 

六
盟
館
 

       善
文
社

書
 

     婦
女
界

社
 

        春
陽
堂
, 

 

医
学
博
士
原

田
隆
校
閲
　

奈
良
女
子
高

等
師
範
学
校

教
授
　
越
智

キ
ヨ
　
 

  日
本
女
子
大

学
助
教
授
 

中
村
栄
代
. 

    医
学
博
士
　

小
田
俊
三
 

        ド
ク
ト
ル
　

杉
山
仲
 

 

記
載

な
し
 

      記
載

な
し
 

     記
載

な
し
 

        記
載

な
し
 

  

４
        ５
  　 　 　 　 　
 

６
       ７
 

薬
用
及
び
手
當
、
消
毒

法
一
般
、
家
庭
に
備
附

く
べ
き
看
護
用
器
械
、

器
具
材
料
及
び
薬
品
、

婦
人
衛
生
に
就
き
て
 

   薬
用
法
及
び
主
な
る
手

當
、
月
経
時
の
處
置
に

就
い
て
、
分
娩
時
の
産

褥
に
於
け
る
看
護
法
、

家
庭
に
備
ふ
べ
薬
品
　
 

  卓
効
あ
る
芥
子
泥
の
濕

布
、
氷
嚢
・
氷
枕
の
使

用
法
と
酸
素
吸
入
の
仕

方
、
 

      妊
娠
と
婦
人
病
の
と
き

性
病
に
悩
む
と
き
 

直
ぐ
間
に
合
う
応
急
手

当
の
い
ろ
い
ろ
 

 

病
室
（
病
床
・
換
気
、

採
光
、
暖
室
法
、
冷
室

法
、
清
潔
法
設
備
、
装

飾
）
 

    病
室
の
整
備
、
臥
床
の

整
備
と
病
人
の
衣
服
 

    病
室
に
就
て
の
注
意
 

  

就
褥
患
者
の
取
扱
（
身

体
の
清
潔
、
身
體
の
臥

位
及
位
置
の
轉
換
 

敷
布
及
び
病
床
の
交

換
、
、
衣
服
の
注
意
及

び
交
換
、
温
保
装
置
、

患
者
の
飲
食
物
、
蓐
創

予
防
 

就
床
患
者
の
主
な
る
介

助
（
、
病
人
の
身
体
清

潔
法
、
食
事
の
介
助
 

病
気
と
食
物
に
つ
い

て
、
発
汗
及
び
大
小
便

時
の
介
助
、
睡
眠
及
び

不
眠
時
の
介
助
 

重
病
人
の
取
扱
ひ
方

（
蓐
創
予
防
寝
衣
の
着

替
え
さ
せ
方
、
、
発
汗

及
び
大
小
便
の
と
り
か

た
）
 

  

患
者
の
容
態
及
び
そ
の

介
抱
 

伝
染
病
患
者
看
護
法
予

防
法
.　
消
毒
法
 

蓐
創
手
当
て
 

   病
状
の
觀
察
及
び
報
告

就
床
患
者
の
主
な
る
介

助
（
蓐
創
、
嘔
吐
、
咳

嗽
、
流
涎
時
の
介
助
）

傳
染
病
の
觀
観
察
及
び

其
の
取
扱
法
 

 熱
の
出
る
理
由
と
検
温

器
の
選
定
法
、
脈
拍
の

測
り
方
と
脈
の
悪
い
時

の
手
當
 

 

看
護
学
の
意
義
・
看
護

人
の
資
格
・
看
護
人
の

心
得
（
フ
ロ
ー
レ
ン

ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル

女
史
の
訓
戒
）
・
医
師

の
招
聘
　
 

  看
護
と
は
ど
う
い
ふ
こ

と
か
・
看
護
に
対
す
る

主
婦
の
責
任
・
看
護
人

の
備
な
ふ
べ
き
特
質
・

医
師
招
聘
上
の
注
意
 

 

救
急
看
護
法
、
精
神
病
患
者
看
護
法
、
危
篤
者

看
護
法
及
び
死
後
の
処
置
、
死
亡
に
関
す
る
法

規
 

     主
な
る
内
科
病
の
症
状
及
び
其
の
取
扱
法
、
主

な
る
皮
膚
病
二
三
に
つ
い
て
、
救
急
處
置
、
小

児
病
の
看
護
法
 

    も
っ
と
も
注
意
を
要
す
る
肺
炎
の
看
護
、
氷
嚢
・

氷
枕
の
使
用
法
と
酸
素
吸
入
の
仕
方
、
腹
痛
の

種
類
と
そ
の
手
當
法
、
チ
フ
ス
の
豫
防
と
手
當
、

結
核
の
遺
傳
と
傳
染
、
結
核
の
豫
防
、
結
核
の

必
ず
治
る
療
法
肋
膜
炎
の
豫
防
と
手
當
法
、
結

核
性
腹
膜
炎
の
手
當
胃
酸
過
多
症
の
手
當
、
胃

ア
ト
ニ
ー
と
胃
拡
張
の
手
當
、
恐
る
べ
き
胃
癌

の
手
當
法
、
急
性
胃
腸
カ
タ
ル
の
手
當
法
、
必

ず
治
る
神
経
衰
弱
の
最
良
療
法
、
血
圧
亢
進
症

と
脳
溢
血
の
豫
防
と
手
當
 

胃
腸
病
の
種
々
相
、
命
取
り
盲
腸
炎
の
手
當
と

養
生
法
感
冒
及
び
流
感
の
と
き
、
看
護
一
つ
で

死
活
を
決
す
る
肺
炎
の
手
當
愛
児
を
泣
か
せ
な

い
小
児
の
諸
病
、
愛
児
の
命
を
寸
前
に
奪
う
疫

痢
と
ジ
フ
テ
リ
ア
の
看
病
手
當
、
お
腹
の
中
に

わ
く
寄
生
虫
の
駆
除
療
法
、
虫
歯
と
中
耳
炎
の

と
き
の
手
当
て
、
小
さ
な
疵
ぐ
ち
か
ら
入
る
恐

ろ
し
い
病
、
傳
染
病
の
時
皮
膚
病
の
い
ろ
い
ろ

、
持
病
に
な
る
厄
介
な
病
気
、
蒼
白
い
人
生
肺

病
の
と
き
、
憂
鬱
で
狂
わ
し
い
神
経
衰
弱
と
ヒ

ス
テ
リ
ー
、
生
命
を
脅
か
す
突
発
的
な
病
気
の

と
き
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明治以降の看護の啓蒙教育　－「家庭看護書」の変遷を通して－

一
般
家
庭

看
護
学
   

        家
庭
看
護

の
実
際
 

　
 

       家
庭
看
護

学
 

昭
和
 

26
年
 

（
昭
和

15
年

初
版
） 

     昭
和
 

34
年
 

        昭
和

37
年
 

厚
生
閣
 

         東
都
書

房
 

        光
生
館
 

三
一
書

房
. 

 

医
学
博
士
　

竹
内
茂
代
 

        医
学
博
士
　

太
原
三
四
二
 

        国
立
公
衆
衛

生
院
　
医
学

博
士
　
斎
藤

潔
 

      　
 

   記
載

な
し
 

        記
載

な
し
 

８
          ９
    　 　 　 　 　
 

10

婦
人
特
有
の
生
理
と
病

気
、
危
篤
者
の
取
扱
及

び
屍
の
處
置
、
繃
帯
学

薬
用
法
　
元
気
 

      薬
類
の
上
手
な
与
え
方
 

元
気
・
運
動
・
睡
眠
の

注
意
、
 

      健
康
と
は
　
疲
労
と
其

の
回
復
　
国
家
と
国
民

の
健
康
 

保
健
婦
と
家
庭
衛
生
　

都
市
生
活
と
公
害
　
家

庭
に
お
け
る
応
急
手
当

包
帯
　
家
庭
に
常
備
す

る
薬
品
と
衛
生
材
料
、

病
人
の
看
護
（
罨
法
。

浣
腸
、
エ
キ
ホ
ス
湿

布
、
吸
入
の
仕
方
）
 

病
者
の
衣
食
住
・
病
気

回
復
期
の
手
当
て
（
食

事
、
運
動
、
転
地
療

養
）
 

      病
衣
や
病
床
を
整
え
る
 

病
室
の
選
び
方
と
清
潔
 

        病
人
の
看
護
（
病
室
の

選
択
・
温
度
・
湿
度
・

気
流
・
空
気
の
正
常
照

明
、
病
床
の
作
り
方
、

病
室
の
清
潔
と
整
頓
）

家
庭
と
衛
生
　
環
境
と

放
射
能
　
 

 

病
状
觀
察
と
對
症
手
當

（
尿
の
採
り
方
、
食
欲

に
つ
い
て
睡
眠
、
、
病

体
清
潔
法
）
病
者
の
臥

位
　
病
者
の
衣
食
住
 

老
人
に
對
す
る
養
護

（
老
人
の
体
質
、
老
人

の
気
質
、
老
人
の
陥
り

や
す
き
病
、
老
人
の
摂

生
、
老
人
の
慰
安
 

病
人
職
と
栄
養
献
立
病

人
の
上
手
な
取
り
扱
い

方
、
 

       病
人
の
看
護
（
病
人
の

清
潔
食
物
）
家
庭
の
労

作
と
衛
生
 

病
状
觀
察
と
對
症
手
當

（
病
床
日
誌
、
体
温
に

つ
い
て
脈
拍
に
つ
い
て

呼
吸
に
つ
い
て
願
貌
、

排
泄
物
に
つ
い
て
、
嘔

吐
の
内
容
と
そ
の
手
当

て
体
重
と
皮
厚
 

   い
ろ
い
ろ
な
手
当
て
の

仕
方
　
体
温
・
脈
拍
呼

吸
の
計
り
方
 

       病
人
の
看
護
（
体
温
。

脈
拍
、
呼
吸
。
血
圧
、

薬
の
与
え
方
。
）
病
気

の
症
状
と
其
の
発
見
 

醫
師
の
診
察
を
受
く
る

心
得
（
家
庭
医
の
選

択
、
医
師
を
招
聘
す
る

心
得
、
医
師
の
診
察
を

受
け
る
目
的
）
、
看
護

者
（
看
護
者
の
資
格
看

護
者
の
雇
い
入
れ
）
、

病
気
見
舞
の
心
得
 

  家
庭
医
の
選
び
方
と
医

師
を
迎
え
る
心
得
 

        病
人
の
看
護
（
病
人
看

護
の
心
得
）
 

 

治
療
介
助
、
傳
染
病
、
寄
生
虫
病
、
病
人
の
慰

安
と
精
神
指
導
、
精
神
病
に
つ
い
て
、
病
気
恢

復
期
の
手
當
５
官
器
の
機
能
と
そ
の
障
害
 

       慢
性
の
病
気
の
看
護
　
伝
染
病
の
看
護
　
皮
膚

病
の
看
護
　
寄
生
虫
病
の
看
護
　
泌
尿
器
の
看

護
　
性
病
の
看
護
　
外
科
の
病
気
の
看
護
　
癌

の
看
護
　
原
子
病
の
看
護
　
不
具
者
の
看
護
　

乳
児
の
病
気
の
看
護
　
幼
児
の
病
気
の
看
護
　

婦
人
科
の
病
気
の
看
護
　
妊
娠
か
ら
出
産
ま
で

の
看
護
　
老
人
の
看
護
　
病
気
回
復
期
の
看
護

家
庭
マ
ッ
サ
ー
ジ
と
健
康
体
操
　
危
篤
の
病
人

と
死
の
取
り
扱
い
　
応
急
看
護
の
要
領
　
注
射

と
輸
血
の
知
識
 

健
康
と
は
　
優
性
　
精
神
衛
生
　
家
族
計
画
　

病
気
の
原
因
と
其
の
予
防
　
病
人
の
看
護
（
伝

染
病
者
の
看
護
）
 

越 智 キ ヨ 　  

家 庭 看 護 法 　 六 盟 館  



129

新潟青陵大学紀要 第７号　　2007年３月

Enlightenment education of the nursing after the Meiji era

家
庭
看
護

入
門
   

         家
庭
看
護

学
 

     教
科
用
家

庭
看
護
  

     最
新
家
庭

看
護
 

最
新
家
庭

看
護
学
  

 

昭
和

38
年
 

         昭
和

40
年
 

     昭
和

41
年
 

     昭
和

41
年
 

     昭
和

46
年
 

 

三
一
書

房
. 

         恒
星
社

厚
生
閣
 

     南
山
堂
 

      同
文
書

院
 

     同
文
書

院
 

 

大
矢
仁
美
 

          東
京
女
子
医

大
　
 

医
学
博
士
　

三
神
美
和
 

   東
京
教
育
大

学
助
教
授
 

医
学
博
士
　

平
井
淳
 

   福
田
邦
三
　

木
下
安
子
 

     平
山
宗
宏
　

近
藤
潤
子
 

 

記
載
 

な
し
 

         記
載
 

な
し
 

     記
載
 

な
し
 

     記
載
 

な
し
 

     記
載
 

な
し
 

11
           12
    　 　
 

13
     14
     15

家
庭
看
護
の
巻
（
暖
め

る
と
き
と
冷
や
す
と

き
、
浣
腸
液
は
人
肌
程

度
に
　
温
泉
に
い
け
な

い
と
き
は
家
庭
温
泉

で
）
応
急
処
置
の
巻

（
包
帯
　
三
角
巾
を
巻

く
と
き
。
大
人
が
び
っ

く
り
す
る
赤
ち
ゃ
ん
の

病
気
、
レ
デ
イ
の
た
め

に
、救
急
箱
を
再
検
討
） 

包
帯
法
 

家
庭
用
常
備
薬
 

     救
急
処
置
 

      救
急
時
の
看
護
 

      基
本
看
護
（
与
薬
・
罨

法
・
包
帯
法
）
 

 

家
庭
看
護
の
巻
（
赤
ち

ゃ
ん
で
も
１
部
屋
欲
し

い
、
枕
元
に
は
何
を
ど

れ
だ
け
そ
ろ
え
る
か
床

ず
れ
は
シ
ー
ツ
の
し
わ

か
ら
も
で
き
る
）
 

     家
庭
環
境
 

内
科
的
疾
患
の
一
般
看

護
法
お
よ
び
各
疾
患
の

看
護
法
（
一
般
看
護

法
・
病
室
の
環
境
っ
患

者
の
寝
具
と
衣
類
）
 

 一
般
看
護
法
（
病
室
、

病
床
、
）
 

     基
本
的
な
看
護
、
環
境

編
 

隔
離
や
消
毒
の
仕
方
 

    基
本
看
護
（
生
活
環
境

の
調
整
・
）
 

 

食
事
療
法
の
巻
 

家
庭
看
護
の
巻
（
た
ま

に
は
起
こ
し
て
あ
げ
る

こ
と
、
お
風
呂
が
だ
め

な
ら
吹
い
て
あ
げ
る
、

う
が
い
が
す
ん
だ
ら
髪

を
結
う
、
食
事
を
お
い

し
く
シ
ー
ツ
寝
巻
き
を

上
手
に
取
り
替
え
る
）
 

  内
科
的
疾
患
の
一
般
看

護
法
お
よ
び
各
疾
患
の

看
護
法
（
一
般
看
護

法
・
患
者
の
一
般
衛

生
。
患
者
の
体
位
。
患

者
の
食
餌
　
病
人
食
）
 

 一
般
看
護
法
（
病
衣
、

交
換
、
患
者
の
清
潔
、

食
事
 

    基
本
的
な
看
護
、行
動

編（
体
位
、体
位
の
変
換
、

た
い
そ
う
、運
動
、リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
基
本
的

な
看
護
、身
体
編
　（
身

体
の
清
潔
食
事
の
世
話
、

排
泄
の
世
話
） 

基
本
看
護
（
身
体
の
清

潔
・
食
事
・
排
泄
・
姿

勢
・
安
楽
・
運
動
・
）
 

家
庭
看
護
の
巻
（
体

温
、
脈
拍
、
呼
吸
を
性

格
に
測
る
法
）
 

        内
科
的
疾
患
の
一
般
看

護
法
お
よ
び
各
疾
患
の

看
護
法
（
一
般
看
護

法
・
患
者
の
観
察
投
薬

に
対
す
る
注
意
、
医
師

の
診
察
の
介
助
及
び
そ

の
注
意
点
）
 

一
般
看
護
法（
主
要
症

状
の
測
定
。
薬
の
与
え

方
）各
症
状
の
看
護（
発

熱
、発
刊
、睡
眠
障
害
、

呼
吸
困
難
。
嘔
吐
、じ
ょ

く
そ
う
）各
症
状
の
看
護

（
患
者
運
搬
法
） 

家
庭
に
お
け
る
保
健
管

理
（
保
健
管
理
と
は
観

察
、
計
測
）
基
本
的
な

看
護
、
身
体
編
　
（
与

薬
に
つ
い
て
）
 

  基
本
看
護
（
計
測
・
測

定
）
 

 

           緒
言
（
家
庭
と
疾
病
、

家
庭
と
健
康
）
 

内
科
的
疾
患
の
一
般
看

護
法
お
よ
び
各
疾
患
の

看
護
法
（
一
般
看
護

法
・
看
護
者
自
身
の
注

意
事
項
）
 

一
般
看
護
法
（
看
護
の

心
得
）
 

     家
庭
看
護
序
説
（
看
護

の
意
味
、
健
康
と
は
、

健
康
を
守
る
た
め
に
　

看
護
の
対
象
）
　
家
庭

に
お
け
る
保
健
管
理
 

  健
康
と
看
護
　
家
庭
看

護
　
家
族
構
成
員
の
健

康
の
保
持
増
進
 

応
急
処
置
の
巻
（
吐
い
た
と
き
、
窓
か
ら
落
ち

た
、
頭
を
打
っ
た
、
血
止
め
6法
、
転
換
の
発

作
、
失
神
、
）
 

        病
気
の
原
因
と
予
防
　
主
な
症
状
よ
り
見
た
病

気
の
診
断
　
内
科
的
疾
患
の
一
般
看
護
法
お
よ

び
各
疾
患
の
看
護
法
（
看
護
法
各
論
）
外
科
的

救
急
処
置
 

   疾
病
　
救
急
処
置
（
創
傷
、
出
血
と
止
血
法
、

人
工
呼
吸
、
骨
折
、
火
傷
。
凍
傷
脳
貧
血
と
脳

充
血
、
脳
卒
中
、
日
射
病
、
 

    家
庭
に
お
け
る
保
健
管
理
　
異
常
編
（
吐
き
気

嘔
吐
、
疼
痛
、
咳
き
、
と
こ
ず
れ
、
ひ
き
つ
け

、
黄
疸
、
呼
吸
困
難
　
脱
水
症
状
）
救
急
時
の

看
護
 

   疾
病
と
其
の
見
分
け
方
　
疾
病
の
看
護
（
年
齢

時
期
別
に
見
た
看
護
・
疾
病
の
心
理
的
側
面
・

対
症
看
護
）
　
救
急
看
護
 




